
改

正

後

改

正

前

（
筆
界
特
定
書
面
申
請
の
方
法
等
）

（
筆
界
特
定
書
面
申
請
の
方
法
等
）

第
二
百
十
一
条

﹇
略
﹈

第
二
百
十
一
条

﹇
同
上
﹈

﹇
項
を
削
る
。﹈

２

申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
は
、
筆
界
特
定
申
請
書
（
筆
界
特
定
申
請
情
報
の
全
部
を
記
録

し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
除
く
。）に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

﹇
略
﹈

３

﹇
同
上
﹈

３

委
任
に
よ
る
代
理
人
に
よ
っ
て
筆
界
特
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
は
、
委
任

状
に
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
復
代
理
人
に
よ
っ
て
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
代
理
人
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

４

委
任
に
よ
る
代
理
人
に
よ
っ
て
筆
界
特
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
は
、
申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
は
、
委
任

状
に
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
復
代
理
人
に
よ
っ
て
申
請
す
る
場
合
に
お
け
る
代
理

人
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

４

第
二
百
九
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
は
、
同
号
の
同
意
を
し
た
所
有
権
登
記
名
義

人
等
が
記
名
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
二
百
九
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
は
、
同
号
の
同
意
を
し
た
所
有
権
登
記
名
義

人
等
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

﹇
略
﹈

６

﹇
同
上
﹈

６

第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
筆
界
特
定
申
請
書
（
筆
界
特
定
申
請
情
報
の
全
部
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス

ク
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
、
第
五
十
一
条
の
規
定
は
筆
界
特
定
申
請
情
報
を
記
録

し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
に
つ
い
て
、
第
五
十
二
条
の
規
定
は
筆
界
特

定
添
付
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十

一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
令
第
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
五
項
」
と
、
第
五
十

二
条
第
一
項
中
「
令
第
十
五
条
の
添
付
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
と
あ
る
の
は
「
筆
界
特
定
添
付
情

報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
十
五
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
四
条

の
電
子
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
筆
界
特
定
添
付
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
べ
き
電
子
証
明

書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

第
四
十
五
条
並
び
に
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
筆
界
特
定
申
請
書
（
筆
界
特
定
申
請
情
報

の
全
部
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
第
五
十
一
条
の
規
定
は
筆
界
特
定
申
請
情
報
を
記

録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
提
出
す
る
方
法
に
よ
る
筆
界
特
定
の
申
請
に
つ
い
て
、
第
五
十
二
条
の
規
定
は
筆
界

特
定
添
付
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五

十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
令
第
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
十
一
条
第
六
項
」
と
、
第
五

十
二
条
第
一
項
中
「
令
第
十
五
条
の
添
付
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
と
あ
る
の
は
「
筆
界
特
定
添
付

情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
令
第
十
五
条
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
四

条
の
電
子
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
筆
界
特
定
添
付
情
報
を
記
録
し
た
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
す
べ
き
電
子
証

明
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
法
務
省
令
第
十
四
号

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
五
十
条
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
動
産
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
二
十
九
日

法
務
大
臣

上
川

陽
子

不
動
産
登
記
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
不
動
産
登
記
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





７

筆
界
特
定
申
請
書
に
つ
き
文
字
の
訂
正
、
加
入
又
は
削
除
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
字
数
を
欄
外

に
記
載
し
、
又
は
訂
正
、
加
入
若
し
く
は
削
除
を
し
た
文
字
に
括
弧
そ
の
他
の
記
号
を
付
し
て
、
そ
の
範
囲
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
訂
正
又
は
削
除
を
し
た
文
字
は
、
な
お
読
む
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

８

申
請
人
又
は
そ
の
代
表
者
若
し
く
は
代
理
人
は
、
筆
界
特
定
申
請
書
が
二
枚
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
各
用
紙

に
当
該
用
紙
が
何
枚
目
で
あ
る
か
を
記
載
す
る
こ
と
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

９

﹇
略
﹈

８

﹇
同
上
﹈

（
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
）

（
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
）

第
二
百
四
十
七
条

﹇
１
・
２

略
﹈

第
二
百
四
十
七
条

﹇
１
・
２

同
上
﹈

３

前
項
の
申
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
申
出
書
に
は
、
申
出
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
と
と
も
に
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
定
相
続
情
報
一
覧
図
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
及
び
作
成
の
年
月
日
を
記
載
し
、
申
出
人
が
記
名

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
成
を
し
た
申
出
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
記
名
し
た
も
の
に
限
る
。）

一

法
定
相
続
情
報
一
覧
図
（
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
及
び
作
成
の
年
月
日
を
記
載
し
、
申
出
人
が
記
名

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
成
を
し
た
申
出
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
も
の
に
限

る
。）

﹇
二
〜
七

略
﹈

﹇
二
〜
七

同
上
﹈

﹇
４
〜
７

略
﹈

﹇
４
〜
７

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
筆
界
特
定
の
申
請
に
係
る
筆
界
特
定
申
請
情
報
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
筆
界
特
定
の
申
請
に
係
る
筆
界
特
定
申
請
情
報
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
法
務
省
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

第
二
条

﹇
略
﹈

第
二
条

﹇
同
上
﹈

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
は
、
そ
の
作
成
者
が
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
は
、
そ
の
作
成
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
司
法
書
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

司
法
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
法
務
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
法
務
省
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
筆
界
特
定
の
申
請
並
び
に
不
動
産
登
記
規
則
第
二
百
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
申
出
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
不
動
産
登
記
規
則
第
二
百
十
一
条
及
び
第
二
百
四
十
七
条
第

三
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
及
び
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
に
基
づ
く
筆
界
特
定
の
申
請
に
係
る
筆
界
特
定
申
請
情

報
の
特
例
等
に
関
す
る
省
令
第
二
条
第
二
項
（
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 


